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空家

　

全
国
的
に
空
家
が
増
加
し
、
防
災
・
防

犯
面
や
倒
壊
の
危
険
等
の
安
全
面
の
不
安
、

ご
み
の
不
法
投
棄
に
よ
る
害
虫
の
発
生
等

の
公
衆
衛
生
の
悪
化
、
地
域
の
景
観
へ
の

悪
影
響
等
、
多
方
面
に
わ
た
る
問
題
が
生

じ
て
い
ま
す
。

　

空
家
は
、
基
本
的
に
は
所
有
者
の
責
任

に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
す

が
、
適
正
に
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
ず
周
辺

住
民
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
事
例
が
あ
り
、
大
口
町
へ
の
相
談
も

増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
空
家

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
応
で
き

る
よ
う
平
成
30
年
４
月
か
ら
、
ま
ち
づ
く

り
推
進
室
に
空
家
総
合
相
談
窓
口
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

　

空
家
の
管
理
や
活
用
、
処
分
等
に
お
困

り
の
方
や
、
近
隣
の
空
家
に
関
す
る
情
報

等
が
あ
れ
ば
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

所
有
者
の
方
が
住
ん
で
い
る
場
所
か
ら
離

れ
た
場
所
に
空
家
を
所
有
し
て
い
る
場
合
、

所
有
者
の
方
が
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
は
非

常
に
大
変
で
す
。
管
理
の
状
況
に
よ
っ
て
は

固
定
資
産
税
の
特
例
が
受
け
ら
れ
ず
、
今
よ

り
も
６
倍
の
固
定
資
産
税
を
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、

空
家
を
活
用
・
処
分
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

空
家
の
活
用
・
処
分
に
つ
い
て
の
ポ
イ
ン
ト

　

空
家
を
活
用
・
処
分
す
る
際
に
は
、

都
市
計
画
法
に
よ
る
区
域
区
分
を
確
認

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は

「
市
街
化
区
域
」
と
「
市
街
化
調
整
区
域
」

に
分
か
れ
て
お
り
、
大
口
町
は
全
体
の

約
８
割
が
市
街
化
調
整
区
域
で
す
。
市

街
化
区
域
内
は
建
築
物
の
建
築
に
制
限

が
無
い
た
め
、
活
用
し
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
市
街
化
調
整
区
域
内
は
、

建
築
物
の
建
替
え
や
用
途
変
更
を
す
る

場
合
に
都
市
計
画
法
の
許
可
が
必
要
に

な
る
た
め
、
活
用
や
処
分
が
難
し
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
市
街
化
調

整
区
域
内
に
お
い
て
も
、
駐
車
場
や
太

陽
光
パ
ネ
ル
の
設
置
等
、
空
家
を
取
り

壊
し
て
建
築
物
の
無
い
状
態
で
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
の
許

可
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
定

の
条
件
が
整
え
ば
建
物
を
活
用
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
区
域
区
分
の
確
認

や
都
市
計
画
法
の
許
可
が
必
要
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
相
続
の
手
続
き
を
し
て
い
な

い
空
家
に
つ
い
て
は
、
処
分
す
る
前
に

相
続
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

何
代
も
前
の
方
が
空
家
の
所
有
者
と

な
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
相
続

人
が
多
数
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る

た
め
、
相
続
の
手
続
き
や
処
分
に
つ
い

て
協
議
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

相
続
を
し
た
空
家
を
譲
渡
し
た
場
合
の
特

別
控
除
に
つ
い
て

　

親
な
ど
か
ら
相
続
を
受
け
た
空
家
を

３
年
以
内
（
相
続
の
日
か
ら
起
算
し
て

３
年
経
過
し
た
日
が
属
す
る
年
の
12
月

31
日
ま
で
）
に
譲
渡
し
た
場
合
、
譲
渡

所
得
か
ら
３
０
０
０
万
円
が
特
別
控
除

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
控
除

を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
「
被
相
続
人

居
住
用
家
屋
等
確
認
書
」
を
ま
ち
づ
く

り
推
進
室
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
適
用

の
要
件
や
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

近
隣
の
空
家
の
影
響
で
生
活
環
境
が
悪

化
し
て
い
る
、
ま
た
は
危
険
が
あ
る
な
ど

お
困
り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
（
空
家

総
合
相
談
窓
口
）
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空
家
総
合
相
談
窓
口
を

　
　
　
　
設
置
し
ま
し
た

空
家
の
活
用
・
処
分
で

　
　
　
　
お
困
り
の
方
へ

近
隣
の
空
家
で

　
　
　
お
困
り
の
方
へ

一般的な空家問題

建物の老朽化等により、屋根瓦がずり落ちる、外壁が剥がれて歩
行者に危害が及ぶ、台風や地震の際に倒壊の危険がある。

ゴミの放置や不法投棄による臭気、ネズミ・はえ・蚊などの発生
による衛生上有害となるもの。

施錠されていないことで不審者の侵入や放火等の
犯罪の危険がある。

外壁等の汚れや落書き、窓ガラスの割れ、
樹木が生い茂る、などが挙げられる。


